
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

東日本大震災の記憶・教訓の伝承について 
 

～東日本大震災と同じ犠牲と混乱を繰り返さないために～ 
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１ 東日本大震災の記憶・教訓伝承のあり方検討有識者会議概要 

（１）有識者会議の目的 

宮城県は、東日本大震災の記憶の風化を防止するとともに、震災発災後の対応や復旧・復興の

過程において得られた数多くの経験・教訓を次代に継承し、今後の震災対応等に活かしていくこ

とを目的として、東日本大震災の記憶・教訓の伝承のあり方について、学識経験者及び県内復興

活動者等から広く意見を聴取し、今後の具体的な取組や事業展開の際の基本的な方向性を見出す

ため、「東日本大震災の記憶・教訓伝承のあり方検討有識者会議」（以下「本有識者会議」とい

う。）を開催することとした。 

 

（２）有識者会議委員 

所  属 役 職 氏  名 備考 

東北学院大学経済学部共生社会経済学科 教 授 阿部 重樹  

一般社団法人みやぎ連携復興センター 代 表 理 事 石塚 直樹  

東北大学災害科学国際研究所 所 長 ・ 教 授 今村 文彦 座長 

気仙沼市自主防災組織連絡協議会 会 長 臼井  弘  

公益社団法人こどもみらい研究所 代 表 理 事 太田 倫子  

宮城教育大学附属防災教育未来づくり総合研究センター 准 教 授 小田 隆史  

河北新報社 防災・教育室長 武田 真一  

みやぎ観光復興支援センター セ ン タ ー 長 塚原 大介  

一般社団法人減災・復興支援機構 専 務 理 事 宮下 加奈  

宮城学院女子大学現代ビジネス学部 学部長・教授 宮原 育子  

 

（３）会議開催状況 

第１回 
平成２９年８月１０日（木） 

１３：００～１５：００ 

・県内における震災伝承の取組事例の紹介 

・震災の記憶・教訓の伝承について 

第２回 
平成２９年１０月１２日（木） 

１２：３０～１４：３０ 

・震災の記憶・教訓の伝承について 

・伝承に当たっての視点について 

第３回 
平成２９年１１月２２日（水） 

１４：００～１６：００ 
・震災の記憶・教訓の伝承について 

第４回 
平成３０年１月１１日（木） 

１３：００～１５：００ 

・震災の記憶・教訓の伝承の理念・基本的な考え方につ

いて 

・震災の記憶・教訓の伝承に向けた連携・ネットワーク

について 

第５回 
平成３０年２月１日（木） 

１４：００～１６：００ 

・震災の記憶・教訓の伝承の理念・基本的な考え方につ

いて 

・震災の記憶・教訓の伝承に向けた連携・ネットワーク

について 

・ネットワークを運営する組織と課題について 

第６回 
平成３０年３月２０日（火） 

１２：３０～１４：３０ 

・東日本大震災の記憶・教訓伝承のあり方検討有識者会

議意見取りまとめについて 
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（４）事務局 

震災復興・企画部 部  長 伊 東  昭 代 

理事兼次長 江 口  哲 郎 

次  長 大 山  明 美 

震災復興・企画部震災復興推進課 参事兼課長 山 下  浩 之 

副参事兼課長補佐（総括担当） 山 﨑  賢 治 

課長補佐兼企画員（班長） 黒 須  拓 也 

上席主任復興行政推進員 三 觜  英 子 

主  事 千 葉  典 子 

 

（５）関係機関（国）・関係課（県）出席 

①国 

宮城復興局，東北地方整備局企画部，東北国営公園事務所 

②県 

総務部危機対策課，震災復興･企画部地域復興支援課，土木部防災砂防課，都市計画課， 

教育庁スポーツ健康課，生涯学習課 

 

（６）オブザーバー説明資料 

○石巻南浜津波復興祈念公園概要【東北国営公園事務所】 （第４回） 

○震災伝承にかかる宮城復興局の取組【宮城復興局】 （第５回） 
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２ 検討概要 

（１）検討フレーム 

①検討に至る背景 

平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災において、地震と津波により宮城県内では多大

な犠牲者を出し、震災後の関連死も含め、１万５６４人の方が亡くなられている（平成３０年２

月２８日現在）。県内沿岸全域が津波により被災するとともに、内陸でも地震による被害があり、

県内各地で多様な被災状況であった。 

沿岸地域においては、過去にも津波があったことを含め、これまでの災害・震災を受けた経験

や伝承が活用できず、避難や発災当時の対応が混乱した例もみられた。 

一方で、内陸市町村では、地震による被害があり、その対応をするとともに、津波で大規模な

被害を被った沿岸市町の支援を現在も取り組んでいる。 

現在、東日本大震災からの時間の経過に伴って、新たに県内に転入してきた学生や転勤による

社会人をはじめ、震災後に誕生した子ども達も含めて、県内での震災を経験していない住民が増

えてきている。また、時間の経過に伴って、情報発信が浸透しづらくなってきたり、県民の震災

等に関する記憶や関心が薄れてきている状況もある。 

その一方で、震災の記憶の風化防止に向け、県内各地で震災遺構や伝承施設、アーカイブの整

備が進むとともに、語り部などの民間団体が数多く活動しているが、従事するメンバーの減少な

どその活動にも課題が残されている。 

今後、南海トラフ地震などの大規模地震が予見されておりその対応が求められているほか、地

震や津波だけではなく、近年多発している土砂災害や洪水も含めた自然災害への対応も求められ

てきている状況にある。 

②検討フレーム 

①に示した背景を受け、東日本大震災により甚大な被害を受けた宮城県として、東日本大震災

の経験・教訓を次世代に継承するとともに、国内外に発信して、今後起こり得る大規模災害への

対応等に活かしていかなければならない。 

東日本大震災復興構想会議がまとめた「復興への提言～悲惨のなかの希望～」（平成２３年６

月２５日 ）の中では、復興構想７原則が掲げられ、原則１に復興の原点（追悼と鎮魂）と教訓の

伝承・発信が挙げられており、県内においてもこれに沿った検討が必要である。また、本論にお

いては、下記の内容が示された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 くらしとしごとの再生 

（２）地域における支えあい学びあう仕組み  

①被災者救援体制からの出発， 

②地域包括ケアを中心とする保健・医療、介護・福祉の体制整備 ， 

③学ぶ機会の確保  

（３）地域における文化の復興 

①人々を「つなぐ」地域における文化の振興 ， 

②地域の伝統的文化・文化財の再生  

③復興を通じた文化の創造 
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これまでの災害・震災に関する伝承の実態を踏まえ、宮城県として「何のために」伝承するの

か、単なる震災時の対応や復旧・復興過程の記録ではなく記憶・教訓の伝承を行っていくための

「理念・基本的な考え方」を明示し、その実現に向けた取組までを議論の射程に含める観点から、

以下の検討フレームを基に検討していくこととした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 震災の記憶・教訓の伝承のあり方を検討するに当たっての検討フレーム  

 

（２）震災の記憶・教訓の伝承の理念について 

本有識者会議では、第１回から第６回まで議論を重ね，関係の話題や資料提供を頂きながら、

宮城県における東日本大震災の記憶・教訓を伝承し続けていくための基本理念について、以下の

とおり意見を取りまとめた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 東日本大震災で多くの犠牲者を出してしまった宮城県として、追悼の念を持ち続け

ながら、震災の記憶・教訓を広く全国や世界、そして次世代に伝え続けていく。 

○ 県全体で震災のみならず過去の災害を振り返り、災害の記録や記憶・教訓を集約

し、未来に起こり得る災害において、同じ犠牲と混乱を繰り返さない覚悟を持つ。 

○ 県、市町村、民間団体はもとより、県民すべてが伝承の意義を共有して震災の記

憶・教訓を発信し、災害に関心と理解を持ち続けて行動していく。 

○ 県民運動となるよう、イベントや顕彰など県民が意識を共有しながら高めていくた

めのあらゆる啓発活動を展開していく。 

○ 宮城の地域特性（自然、環境、歴史・文化など）の理解を進め、震災の記憶・教

訓の伝承を行う。 

○ 将来的に県民が意識しなくても伝承されるような対応や仕組みといった防災・減災

の地域文化を創造する。 

県全体としての 

震災記憶・教訓伝承に 

取り組む理念 

理念の実現に向けた具体的な目標（案） 

理
念
（
目
標
）
実
現
に

向
け
た
取
組 

（
あ
る
べ
き
姿
） 

あり方検討 

（総論） 

【誰 に】 【何 を】 

【どのように】 【誰 が】 

伝承の理念の実現に向けたネットワークの役割と課題 

・震災遺構・伝承施設，アーカイブ，取組主体 

・複層的ネットワークの運営組織の必要性 

基本理念：「東日本大震災と同じ犠牲と混乱を繰り返さない」 
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<具体的な目標について> 

基本理念の実現に向けては、取り組むべき具体的目標を設定することが必要である。具体的な

目標としては、例えば、防災・減災が地域文化として根付き、「災害対応力と発信力のある地域

社会（宮城モデル）」を次世代へとつなげていく観点から、一世代の期間（約３０年）をタイム

フレームとした目標という考え方がある一方、後述する４（１）から（３）の具体的事項を踏ま

えて、その達成状況の基準となるような目標を立てるという考え方もある。 

本有識者会議では、３０年後という目標設定では長期的過ぎるということや、ＰＤＣＡが機能

するような目標の立て方が好ましいこと、様々な取組を促す観点からは、早目の年次設定が望ま

しく、取り組む内容によっても目標年は異なることなどから、取組毎にできるだけ早期の達成を

目指した目標決定が望ましいとされた。 

今後の取組の具体化の検討の中において、これらの意見を踏まえた具体的な目標の内容につい

て、引き続き検討していくことが必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）震災の記憶・教訓の伝承の基本的な考え方について 

本有識者会議では、前記「（２）震災の記憶・教訓の伝承の理念について」で示した理念の実

現に向けた取組について、伝承の対象（「誰に」）、内容（「何を」）、方法（「どのようにし

て」）、主体（「誰が」）の順番で議論した。 

「主体」は伝承の基本・出発点であるが、必要となる複層的なネットワークや運営組織のあり

方の議論とも絡むため、あえて最後の項目として整理した。本有識者会議では、基本理念を実現

するためには、被災等の有無に関わらず、全ての県民が伝承の主体となることの重要性について

一致した。 

伝承の対象、内容、方法、主体の詳細については、「３ 震災の記憶・教訓の伝承のあるべき

〇関連する意見 

・理念に基づく取組をするために、目標を定めることは大事である。 

・具体的な取組を表記すべき。 

・途中途中の目標を折り込むべきで、毎年評価することが大事。 

・目標年次の設定について、同じ犠牲を繰り返さないためには、早目の年次にするべき。 

・抽象的な目標に対する数値としての年数はどうか。段階的に進んだ結果、３０年後というのは

あり得る。理想のモデルを今示すことは可能なのか。ＰＤＣＡの反映できるような目標設定が

望ましい。 

・年数を目標に設定すると根付けば終わりとなる。その先も継続するため、具体的にどうするか

という目標が必要。 

・できるだけ早期に目標を設定するというのがこの会議の総意。 

・拠点機能を持った組織の立ち上げ目標としては、風化する前の早い時期に取り組むのは必要。 

・防災・減災の地域文化の創造という内向きの目標だけではなく、外に向かっての発信という視

点も必要。 

・震災の記憶・教訓の伝承に向けた連携・ネットワークの実現に向け、取り組むべき具体的事項

に応じて、目標を立てていく必要がある。 
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姿について」において記述する。 

①伝承の対象（「誰に」） 

東日本大震災の被災地のみならず、県内外、海外といった「空間軸」上の伝承対象と、過去

から未来に向けた「時間軸」上の伝承対象に整理した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 空間軸と時間軸上での伝承対象 

 

②伝承の内容（「何を」） 

東日本大震災で被災した方々の体験・経験・想いをしっかりと受け継ぐ。また、復旧・復興

の過程も含め、今回の東日本大震災で得られた教訓、その中で得られた知見などについて災害

エスノグラフィーなどを活用して整理し、伝承する。 

③伝承の方法（「どのようにして」） 

震災遺構・伝承施設などのハードや、語り部・アーカイブなどのソフトの取組と、それらを

組み合わせて、防災学習や地域活動、来訪者への対応などにより伝承する。 

また、災害発生時の支援など、他地域を訪問して、そこの関心やニーズに合わせて、直接に

伝承する。 

④伝承の主体（「誰が」） 

東日本大震災の被災や経験の有無に関わらず、発災時には県民同士の支え合いが行われたこ

となどを踏まえ、行政、団体、すべての県民といった様々な主体が、各々取り組んだ活動経験

や支援状況に基づいて、各々が主体となって伝承する。このことが，基本理念に掲げられた，

県、市町村、民間団体はもとより、県民すべてが伝承の意義を共有して震災の記憶・教訓を発

信し、災害に関心と理解を持ち続けて行動していく事に繋がっていく。 
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３ 震災の記憶・教訓の伝承のあるべき姿について 

本有識者会議では、震災の記憶・教訓の伝承について、前記２（３）で示した「基本的な考え

方」に基づいて、「誰に」、「何を」、「どのようにして」、「誰が」の４項目について議論し、

以下のとおり意見を取りまとめた。 

 

（１）「誰に」伝承するのか？ 

①被災した地域での住民（宮城県民） 

（ア）地域住民 

県内の沿岸部と内陸部はもとより、震災により被害を受けた地域においても、時間の経過

とともに、大きな被災を受けた人と受けなかった人との間で記憶や震災に対する認識・教訓

に差異が出てきていることから、地域住民間での震災の記憶・教訓の共有が重要である。 

（イ）一定期間在住している人（学生、転勤者） 

今後の地域の防災・減災を考えていく上で、大学生・転勤者など、被災地である宮城県で

一定期間過ごす人たちとの震災の記憶・教訓の共有は大きな力となる。 

彼らが、震災について学ぶ場・仕組み（または文化）によって、災害対応に関する知見・

教訓を身に付けることで、いずれ本県を離れた時に、他地域に向けた伝承の力となる。 

（ウ）次世代 

震災の記憶・経験が無い人（世代）に、将来再び起こり得る大規模災害において、東日本

大震災と同じような犠牲と混乱を繰り返さないよう、震災の記憶・教訓をしっかり伝えるこ

とが重要である。 

 

②他の地域の住民（宮城県以外に住む人） 

（ア）県外からの来訪者 

東日本大震災の被災状況や復興状況に関心を持ち続け、被災地を訪れる他地域の方々に対

し、経験だけではなく、得られた教訓など、ニーズに合った内容で伝える。 

また、課外学習や修学旅行など、震災の記憶・教訓を学ぶという目的を持って来訪した

方々の関心や要望に合った対応が必要である。そのため、相談窓口などの体制づくりが求め

られている。 

（イ）県外居住者（国内外） 

今後他地域において、大規模災害が起こる可能性もあることから、宮城県外に住む方々で、

宮城県に来訪していない、東日本大震災への関心が減退しているなどにより、震災の情報を

得られにくくなっている人に伝える。 

東日本大震災の記憶・教訓の伝承に当たっては、国内だけではなく、「世界」に向けて情

報発信するということも必要である。 

東日本大震災以降に、他地域で災害対応・災害復興に取り組む人に向けても、効果的な災

害対応・災害復興を行っていただくため、震災の記憶（経験）・教訓を伝える。 

（ウ）南海トラフ等今後震災の発生が予想される地域の居住者 

東日本大震災からの復旧・復興の取組の経験と教訓を、今後起こり得る大規模災害の対応

等に活かしていくため、互いに訪問しあうなど、交流しながらそこでの防災・減災の活動に
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繋がるように伝える。 

 

③様々な社会の担い手 

県内外を問わず、今後大規模災害が起きた時に対応しなければならない行政（県・市町村）

や役割を担う活動主体（警察、消防、学校、研究機関、病院、企業、メディア等）をはじめ、

支援あるいは受援するあらゆる人・主体（ＮＰＯ・ボランティア団体等）に対し、東日本大震

災で得られた経験・教訓をつなげていかなければならない。 

 

（２）「何を」伝承するのか？ 

①東日本大震災に関する記録・情報 

東日本大震災が発災した当時の状況や情報、復旧・復興に関する情報・取組などの記録を伝

える。 

また、宮城県はこれまでも、地震や津波などの、多くの自然災害が発生してきた地域である

ことから、環境、風土、自然、地形等の宮城県の県土の特性や歴史・文化についても伝える。 

 

②東日本大震災における記憶・経験 

東日本大震災発災時に起きた事項・内容など、震災を経験した人の記憶や経験、特に、被災

地における女性、子供、障害者、在住外国人等の多様な生活者の経験について伝える。 

震災や他の様々な災害からの復興に当たって、忘れてはいけない経験についても伝える。 

また、今回の震災で亡くなった方への想いについても、追悼の念を持ちながら伝えていかな

ければならない。 

 

③東日本大震災を通じて得られた知識・教訓 

東日本大震災の発災時の対応状況や、発災から復旧・復興の状況から得られた教訓（できた

ことやできなかったこと）だけではなく、過去の災害の教訓についても伝える。特に、過去の

災害の教訓については、東日本大震災にどう活かされたのか、行かされなかったのかの視点で

伝えることは重要である。 

また、今回の震災は、「地震や津波」という自然現象かつ東京電力株式会社福島第一原子力

発電所事故が複合的に発生しており、それが地域社会に及ぼした影響と、今後起こり得る自然

災害に対する意識付けを伝えていくとともに、防災・減災対策を進める組織・仕組みについて

も検討していく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇関連する意見 

・現時点ではデータの集約、整理、取りまとめが不十分である。 

・時間とともに新しい項目や内容も出てくる。 

・映像やイラスト、グラフなど目で見てきちんと理解できる資料の整備が必要である。 

・地域の特性をどう打ち出していくのか工夫が必要である。 

・直接的な事象のみでなく、様々な影響力を持った出来事であることも伝えるべきではないか。 

・岩手・宮城内陸地震等の過去の災害からの経験・教訓も合わせて伝えるべきである。 

・できなかったこととできたこと、できなかった反省点とできて良かったことの両面を伝えるべ

きである。 



- 9 - 

 

（３）「どのようにして」伝承するのか？ 

①様々な取組 

（ア）震災遺構・伝承施設による伝承 

津波被害が大きく、広域に及んだことから、沿岸市町の多くで震災遺構の整備が進んでい

るほか、震災の経験や教訓を伝える伝承施設の整備が進み、一部の施設ではオープンし、地

域における震災の被災状況や復興状況を伝えている。加えて、石巻市南浜地区に「石巻南浜

津波復興祈念公園」（県営・市営公園、国営追悼・祈念施設等）の整備が進んでいる。 

これらの震災遺構や伝承施設において、次世代や来訪者等に震災で得られた教訓が引き継

がれるよう、ストーリー性を持った記憶・教訓の伝承を続けていかなければならない。 

（イ）語り部・アーカイブによる伝承 

県内各地で民間団体を中心とした語り部活動が行われている。震災を体験した語り部によ

る語り部活動を通じて、震災の経験や教訓を伝えていくことが重要である。語り部活動を継

続していくためには、今後の担い手確保や育成が求められている。 

また、県の「東日本大震災アーカイブ宮城」や各市町で整備されたアーカイブだけではな

く、メディア、大学、企業等において保有するアーカイブを通じて伝える。 

（ウ） 防災学習・教育・啓発による伝承 

教材作成や教員養成・研修により、防災教育の推進を図るのみならず、被災地視察や、ボ

ランティア、地域住民との交流などを通じた防災学習によって伝える。 

その際には、震災時の経験や教訓だけではなく、宮城県で生活するうえで、災害リスクに

対処するため、宮城県の自然や歴史などについても学習に取り組む必要がある。 

また、今後起こり得る大規模災害に向け、防災・減災対策を進めるため、県民挙げての啓

発活動への参加や新たな宮城発の啓発の仕組みを作る必要がある。 

（エ）地域活動を通じた伝承 

自主防災組織等の地域における活動により、今後起こり得る大規模災害への対策を行う。

地域活動には、子供だけではなく大人も一緒に学び、地域住民が揃って参加するようにする

とともに、地域に存する企業も参加することで、地域全体での防災・減災の仕組みづくりを

通して、伝える。 

活動においては、見学、取材、体験等のきっかけづくりを通して、既存組織の活用も含め

た、新たな形での県民が地域活動を実践できる仕組みづくりも求められる。 

（オ）地域外からの受入体制・復興ツーリズムを通じた伝承 

東日本大震災の記憶・教訓など、震災に関する情報を県内のみならず、国内外に向け、発

信し続けるとともに、支援活動を通じてできた他地域との絆を通じて、震災への関心と関与

を継続し、震災伝承を通じた新たな交流人口・関係人口の拡大も図る必要がある。 

地域外からの修学旅行や観光客・視察客を受け入れ、来訪者のニーズに合った、震災の経

験や教訓を伝えるとともに、来訪者を受け入れる際の一元的な受入窓口や相談窓口の設置が

求められる。 
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②連携・ネットワークによる伝承 

（ア）～（オ）の取組の連携・ネットワーク化及びそのネットワーク・マネジメント機能に

ついては、以下の点を踏まえ、「４ 震災の記憶・教訓の伝承に向けた連携・ネットワークに

ついて」において後述する。 

・ネットワークのゲートウェイ機能・拠点 

・周遊するための相互紹介 

・国営追悼・祈念施設との関わり方 

・伝承施設における共通で使用できる展示物（映像を含む）の作成と各市町で保有している展

示物の共通利用 

・情報の受発信 

・情報のワンストップ機能 

・アーカイブの連携・コーディネート 

・取組主体の連携・担い手確保・育成 

 

 

〇関連する意見 

・語り部の育成では、同じ内容・要点がいつもきちんと伝わることも大事だが、言葉・表現が画

一になってはいけない。対象者の関心やニーズ、地域での復興状況、社会課題なども変化して

いることを認識する必要がある。 

・聞きたい側のニーズを把握し、伝承するとともに、伝えた結果を把握することも大事である。 

・それぞれの意義深い活動が有機的に結ばれていない。一元的・一体的な情報発信が必要であ

る。 

・個々に整備が進められている中で、アーカイブ活用にはコーディネートする力こそが必要であ

る。 

・震災遺構という目に見えるものと、遺構に立った時にどういうものを得られるのかという、見

えないものとの整理・融合するための手段を整備すべき。 

・来訪者のニーズの把握とそれに対応したプログラムの用意が重要である。 

・教育・観光などでのパッケージ化のほか、来訪者が求めるニーズに対応するオーダーメイドも

必要。 

・仙台圏と石巻、三陸地方で明確なゲートウェイ拠点があり、個別の被災自治体を連携させるの

が最大の課題であり、ネットワークを作りながら情報の受発信をする方向性を作ることを起点

にすべき。 

・拠点になるようなハード施設を整備し、各市町の施設と連携しながら、色々な地域へ行けるよ

うな経路が必要である。 

・県内外から人を呼び込むとともに地元の子供への教育を意識した、ジオパークづくりの中での

伝承は有効である。 

・インバウンドが増えている中、海外に発信することは必要である。 

・受け手と伝え手の変化も想定して計画を立てることが重要。 

・「どこで」という視点が必要になる。 
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（４）「誰が」伝承するのか？ 

①取組主体（現在） 

震災の記憶・教訓の伝承は、県内各地において、住民や語り部のほか、町内会、自主防災組

織、ＰＴＡ等の地縁団体、語り部団体、ＤＭＯ、支援団体等といったＮＰＯ等各種団体、福祉

団体、企業、メディア、学校、行政（県・市町村）などの多様な主体が取り組んでいく必要が

ある。 

 

②県全体の伝承をネットワーク化し、牽引する組織の必要性 

（３）②の連携・ネットワーク化により、そのネットワーク・マネジメント機能を果たす官

民連携組織について、県を俯瞰して引っ張っていく組織が必要であると考える。 

組織を検討するにあたっては、既に取り組んでいる人及び主体だけでなく、今後起こり得る

大規模災害の発生に備え、時間軸及び空間軸における彼方に向けて、情報発信をしていく新た

な仕組みも必要である。 

今後、組織について検討していくに当たっての、組織の考え方、形態、課題等については、

「５ ネットワークを運営する組織と課題について」において後述する。 
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４ 震災の記憶・教訓の伝承に向けた連携・ネットワークについて 

本有識者会議では、震災の記憶・教訓の伝承について、前記３（３）で示した「どのようにし

て伝承するのか」のうち、「②連携・ネットワーク」についてさらに議論し、以下のとおり意見

を取りまとめた。 

 

（１）震災遺構・伝承施設のネットワーク化 

①目的 

震災遺構・伝承施設単体では、震災全体の姿を理解して頂くことが難しく、さらに単独での

求心力が弱いことから、県内外での沿岸全域の資源をネットワーク化し、連携・役割分担する

ことで、来訪者のニーズに合わせた、オーダーメイドによる周遊パッケージの提供を可能とし、

多くの来訪者を呼び込むとともに、継続して訪問いただき、学びある機会を提供するなど復興

ツーリズムを創造する。 

 

②機能 

・全施設における、震災の概要や県全体の被災状況等の共通情報の発信 

・ネットワーク内の他施設への誘導を目的とした情報提供 

・県内の震災遺構・伝承施設の情報受発信と案内機能をワンストップで提供 

・来訪者ニーズに合わせたオーダーメイドによる視察・見学を可能とするコーディネート体制 

・ネットワーク内の震災遺構・伝承施設の特色を前面に出した視察・見学パッケージの提供 

 

③取り組むべき具体的事項 

震災遺構・伝承施設のネットワーク化を図るに当たって取り組むべき具体的事項としては、

次の点が考えられる。 

・企業や民間施設・他の災害の施設との連携 

・国内外との連携・情報発信手法の模索 

・施設の維持管理（財源） 

・展示・伝承内容の共通化と差別化 

・コンテンツの更新及び差別化 

・ネットワーク・マネジメント機能の担い手の確保・育成 

・リピーターの獲得・増加に向けた対策 

 

 

 

 

 

 

〇関連する意見 

・公的に位置付けられたものに限らず、民間の施設や取組をどう取り込むかも非常に重要であ

る。 

・国内外からの復興ツーリズムを考えた場合に、仙台空港を含めた、仙台市がゲートウェイ機能

を担う必要がある。 

・仙台と石巻が２つのゲートウェイとなって、実際の伝承施設等のネットワークの核になり得る

かが重要である。 
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図３ 震災遺構・伝承施設のネットワーク化のイメージ図 

 

 

（２）アーカイブの連携・ネットワーク化 

①目的 

東日本大震災からの復旧・復興のみならず、震災を経験した人の経験や想いに関する記録及

び知見を収集し、アーカイブ化することで、県内はもとより、国内外に情報発信するとともに，

各アーカイブに蓄積された情報の利活用を促進し、震災記録からの新たな教訓や知見を創造す

る。このような活動が、地域の伝統的文化・文化財の再生だけでなく人々を「つなぐ」地域に

おける文化の振興になり、復興を通じた新しい文化を創造することに繋がると期待される。 

 

②機能 

・震災に関する様々な記録等の情報の受け皿となる受入れ機能 

・東日本大震災の記録・情報の利活用を図るための分析（災害エスノグラフィーなど）・加工

のプラットフォームの提供 

・様々なアーカイブの効果的な連携・検索を実現するナビゲート機能 

・県内のアーカイブ間の連携・融合を推進するコーディネート機能 

 

③取り組むべき具体的事項 

アーカイブのネットワーク化を図るに当たって取り組むべき具体的事項としては、次の点が

考えられる。 

・県民の経験談の掘り起こし 

・企業や民間団体が保有している記録・映像・資料等の掘り起こし 

・アーカイブのコーディネート 

・利用者のニーズの把握・マッチング 

・コンテンツの更新 
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・多言語対応（映像・記録等） 

・アーカイブの統合・分析・教訓導き出しの担い手の確保・育成 

 

 

 

 

図４ アーカイブの連携・ネットワーク化のイメージ図 

 

 

（３）取組主体の連携・ネットワーク化 

①目的 

既に伝承に取り組んでいる多様な主体が連携することにより、地域の方々が防災・減災への

関心と理解を深め、それぞれの取組及び知見を普及啓発するとともに、国内外に情報発信を続

けていくことで、防災・減災の地域文化の担い手を育成する。 

 

②機能 

・県内で活動する取組主体間の連携 

・多様な取組主体における担い手の確保・育成 

・情報のワンストップ化（情報の受発信・相互紹介等） 

・利用者のニーズに的確に対応できる連携・ネットワークのマネジメント体制 

 

 

 

 

 

 

〇関連する意見 

・ここにはアーカイブがある、あそこには記録誌があるという存在を承知した上で、一カ所でま

とめて把握しておく必要がある。 

・他地域や将来の世代に伝えられるものを改めて分析しなおすような取組やそれを行う主体や組

織が必要である。 
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③取り組むべき具体的事項 

取組主体の連携・ネットワーク化を図るに当たって取り組むべき具体的事項としては、次の

点が考えられる。 

・県民への認知度向上と取組参画促進 

・来訪者のニーズとのマッチング 

・語り部の担い手育成体制の整備 

・語り部のＩＯＴによる補完 

・連携・ネットワークのマネジメントの担い手の確保・育成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５ 取組主体の連携・ネットワーク化のイメージ図 

 

  

〇関連する意見 

・全ての主体に働きかける軸になるようなところが無いと、ネットワークはできていかない。 

・県民そのものが、被災した県であるということで、被災していない人も含めて、もう少し取組

の中に参加できるような、一人一人の意識付けが必要である。 

・宮城県が震災の記憶・教訓を伝承することで、他の地域・自治体・団体組織等が積極的に協働

して取り組んでいきたいと思われることが望ましい。 



- 16 - 

 

５ ネットワークを運営する組織と課題について 

本有識者会議では、震災の記憶・教訓の伝承について、前記３（４）で示した「誰が伝承する

のか」のうち、「②県全体の伝承をネットワーク化し、牽引する組織の必要性」についてさらに

議論し、以下のとおり意見を取りまとめた。 

 

（１）ネットワークを運営する組織の必要性 

本有識者会議では、県を俯瞰して牽引していく組織は不可欠であり、既に取り組んでいる人た

ちを含めて新たな連携を強化する仕組みも必要であるとの意見が出された。また、「４ 震災の

記憶・教訓の伝承に向けた連携・ネットワークについて」で検討した３つの複層的なネットワー

クを運営するとともに、住民の参画を得ながら、国内外との連携や情報発信を行っていくために

も、中核的・中間支援的な組織が必要であるとの意見が出された。 

今後、宮城県において、震災の記憶・教訓の伝承を継続的に行っていくためには、３つの複層

的なネットワークをのみならず、住民や様々な主体との繋がり、過去及び国内外の災害との連携

を行っていくためにも、伝承や啓発に関する拠点機能を発揮できる組織が必要であると考える。 

 

 

図６ 複層的なネットワークを運営する組織のイメージと必要性 
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（２）ネットワークを運営する組織の機能と課題 

伝承の基本理念にも記載している、県民すべてが伝承の意識を共有して震災の記憶・教訓を発

信し、災害に関心と理解を持ち続けての行動を実現するため、あるべき組織の機能と課題につい

て、議論を行った。 

なお、議論した内容は以下のとおりであるが、今後さらに組織について検討を進める上で、こ

の内容は基礎となるものであり、さらにその内容を充実していくべきものであると考える。 

 

①組織に求められる機能 

（ア）震災記憶・教訓の収集・整理・活用 

・発信情報の掘り起こし・活用 

・語り部等人材情報の収集 

・語り部の確保・育成の支援 

・アーカイブ収集・整理・分析・活用 

（イ）教育・研修 

・県民参画・県民向けの伝承の企画 

・伝承活動の担い手確保・育成 

・防災学習等のカリキュラム・教材等の開発・共同利用 

・啓発イベントの開催、既存イベントとの連携 

・災害対応人材の育成・派遣・交流 

（ウ）発信・交流 

・情報発信（ＷＥＢ・紙媒体） 

・伝承等の問い合わせ対応の受入窓口・相談窓口 

・復興ツーリズム等のコーディネート（修学旅行・観光・視察） 

・災害発生予測地域との連携 

・県外の取組主体との連携・交流 

・啓発イベントの開催、既存イベントとの連携（再掲） 

・災害対応人材の育成・派遣・交流（再掲） 

 

 

 

〇関連する意見 

・県全体の伝承の理念中でのネットワーク運営、組織の伝承の理念の整理が重要。 

・官民連携のプラットフォームを作っていく中で、ステークホルダーとしてどれだけ巻き込んで

いけるかが問われている。 

・県民が支持、支援するビジョン、プロジェクトであれば、参加しようというモチベーションを

より強く持ってもらえる。 

・施設から始まった中越、アーカイブ研究から広がった阪神と比べ、伝承活動主体や県民を基軸

にアーカイブや施設に広げていくストーリーができるのではないか。 



- 18 - 

 

（エ）ネットワーク・マネジメント 

・震災遺構・伝承施設等のネットワークの形成・維持（施設相互紹介・共通展示品の作成と展

示品の共通利用） 

・アーカイブの連携 

・取組主体相互の情報共有・協働体制づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②実効ある官民連携の組織とするための課題 

（ア）組織の形態 

・組織型ネットワークの軸となる法人格を持った組織が必要 

（イ）人材確保 

・マネジメントしていく能力と継続する強い思いを持っている人材の確保 

・関連組織との連携や新しい必要な企画を調整・実施できるコーディネーターの確保 

（ウ）持続性（財源確保等） 

・継続的に伝承し続けていくための官の関与が必要 

（エ）立ち上げ方法・時期 

・本有識会議の提言を踏まえて、速やかに方法や時期を検討する 

 など 

 

【参考】 

震災伝承や啓発・発信等で拠点機能を発揮している主な組織の先行事例は以下のとおりである。 

○公益財団法人ひょうご震災記念21世紀研究機構 

○公益社団法人中越防災安全推進機構 

 

 

 

 

〇関連する意見 

・組織には県民が参画する形での取組が一番の基本ではないかと思う。 

・既存のものをどのように有効利用し、コーディネートするかが求められている。 

・アーカイブの分析・活用には、データベースの構築まで入るべき。 

・顕彰制度のような、伝承機運・防災機運を盛り上げるような仕組みづくりが必要である。 

・活動主体が交流・情報交換・作業ができる物理的な拠点と相談できるスタッフが必要。 

・技術的な相談等、ソフト部分の様々な知見を１カ所に集めておかないと散逸してしまう。 

・将来、出てきた貴重な記録の寄附の申し出の受け入れ先が重要である。 

・伝承だけではなく、地域課題等の周辺領域の役割についてどうとらえるのかが重要である。伝

承というシングルタスクだけでいいのか、マルチタスクとするのか、検討が必要である。 

・組織のイメージを固める上で、調査研究機能が入るかどうかで人員規模も変わってくる。既に

東北大学災害科学国際研究所もある中で、連携して取り組むのか、独立して行うのかという議

論もある。 
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〇関連する意見 

・阪神も中越も公益法人になった組織が責任を持って行っている。規模の違いはあっても責任あ

る組織の有無では全然違う。 

・施設・アーカイブ・主体をコーディネートする力が求められる中、協議会といった協議機関の

ような形にはなりえないのではないか。シンボリックなものとして立ち上がらなければ、組織

型のネットワークの軸にはなりえないと思われる。 

・いつでも立ち寄れる拠点を考えた場合、協議会ではないと思われる。 

・資金的なものも含めて、人の手当にも深く官的なものが関わって来ない組織はあり得ないだろ

うと思う。 

・長期間伝え続けていくことに耐えうる仕組みと組織は必要であり、そのためには官が強く関わ

ることが必要である。継続性について重々考えて欲しい。 

・現場との合意形成やキーマンをどう作るのかが重要である。 

・復興期間１０年間の残りが３年を切る中で、すぐに組織だけでも立ち上げないと間に合わない

のではないか。２０２１年３月に向け、立ち上げていくべきである。 

・組織論と施設は切り分けた話になる。 

・組織の拠点となる場所はどこになるのか。石巻と仙台の両頭の拠点はあってしかるべき。 

・場所が無い、ネットワークだけの組織は、近未来はともかく、現状はイメージしにくい。 
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【 資 料 編 】 
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